
教育委員会と当協会の位置づけ及び活動コンセプト

□ＵＮＥＳＣＯ憲章～前文より
戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に
平和のとりでを築かなければならない。

□ユネスコ活動に関する法律～第1章第4条
国又は地方公共団体は、第１条の目的を達成するため、自ら
ユネスコ活動を行うとともに、必要があると認めるときは、
民間のユネスコ活動に対し助言を与え、及びこれに協力する
ものとする。

□地方教育行政の組織及び運営に関する法律～第3章第23条15項より

教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限のひとつとして
「ユネスコ活動に関すること」を管理し執行する。

＊ＥＳＤ   SDGs  埼玉県ユネスコ連絡協議会
＊ユネスコ・スクール 寄居地方ユネスコ協会

認定NPO法人さいたまユネスコ協会
深谷地方ユネスコ協会
越谷ユネスコ協会
秩父ユネスコ協会
蓮田・白岡地方ユネスコ協会

わが町を守る
（持続発展）

学びの場の提供 　　学校支援協力活動

教育・文化発展寄与事業

青少年への啓蒙と伝承

出前講座
ユネスコスクール等

国際関連事業

ＵＮＥＳＣＯ
（パリ）

都道府県教育委員会

2023/7/末

蓮田・白岡地方ユネスコ協会

国際連合の専門機関 日本国としてのＵＮＥSCOの窓口
日本ユネスコ国内委員会　　　　（文

部科学省内）

小学校・中学校

高等学校 市町村教育委員会

日本で民間ユネスコ運動を
推進しているＮＧＯ

（公社）日本ユネスコ協会連盟

大学

蓮田・白岡地方ユネスコ協会

地域・文化関連事業

人の心の中に平和の砦を築く

世界を知る

地球を守る
（持続発展）

大人になってからの視点が変わる 問題意識が変わる・深まる

若い時から関わる 町の人達みんながかかわる関わる

わが町を知る

『地方版寺子屋』としてのボランティア活動
世界を学び、わが町を学び、地域の人々との”きずな”をつくりながら、
世界平和への貢献、地域社会の向上と会員相互の親睦に寄与する。

意見交換会

＜資料＞
①教育委員会と当協会の位置
づけ及び活動コンセプト

②年度活動計画
③学校支援協力活動日程
④出前講座希望の講師打診
⑤「みどりの絵コンクール」
作品募集のご案内

⑥私たちの活動改訂版
⑦会報”きずな”
⑧機関誌「ユネスコ」活動報告
⑨平和の鐘を鳴らそう
⑩夏の平和ワークショップ

＜意見交換事項＞
①当協会の活動コンセプトに
ついて

②年度活動計画について
・地域文化遺産スタディー
・国際文化スタディー
・学校支援協力活動

③出前講座について
④「みどりの絵コンクール」
作品募集について

⑤その他

当協会活動の基本スタンス

意見交換により
強化したい


